
別
形
態
の
院
宣
・
論
旨

1
「
御
奉
行
所
候
也
」
と
い
う
文
書
に
つ
い
て
一

橋

本

初

子

【
要
約
目
　
今
日
、
神
社
に
伝
来
し
て
い
る
古
文
書
の
な
か
に
、
　
「
御
奉
行
所
候
也
」
と
い
う
書
止
め
文
言
の
文
書
が
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
様
式
的
に
は

御
教
書
で
あ
り
、
公
刊
の
史
料
集
で
は
、
す
で
に
御
激
書
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
た
ん
な
る
御
教
書
で
は
な
く
、
実

際
に
は
院
宣
・
論
旨
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
本
来
、
院
宣
は
院
司
奉
書
、
論
旨
は
蔵
人
奉
書
と
い
う
形
式
が
、
い
ず
れ
も
原
則
で
あ
る
が
、
本
稿
に
紹

介
す
る
「
御
牽
行
所
候
也
」
の
院
宣
・
面
罵
は
、
か
か
る
普
通
の
院
宣
・
論
旨
を
さ
ら
に
下
位
の
庁
務
主
典
代
や
蔵
人
所
出
納
が
も
う
一
度
奉
じ
て
、
宛

所
に
伝
達
す
る
と
い
う
二
段
構
え
の
奉
書
形
式
で
あ
る
。
本
来
の
院
宣
・
編
旨
は
、
官
職
を
帯
し
、
政
治
機
構
内
に
位
置
し
な
け
れ
ば
も
ら
え
な
か
っ
た
。

そ
し
て
官
職
に
つ
い
て
い
な
い
が
、
上
皇
（
天
皇
）
の
命
令
が
伝
達
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
時
、
本
来
の
院
宣
・
論
旨
と
は
別
形
態
の
「
御
奉
行
所
候
也
」

の
形
式
に
よ
っ
て
、
院
宣
・
論
旨
が
伝
達
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
従
来
の
古
文
書
学
で
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
、
こ
の
別
形
態
の
院
宣
・
給
旨
の
実
態
に
つ

い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
二
巻
五
号
　
一
九
七
九
年
九
月

別形態の院宣・論旨（橋本）

は
　
じ
　
め
　
に

現
在
の
古
文
書
学
に
お
い
て
、
院
宣
・
論
旨
に
関
し
て
は
、
す
で
に
研
究
し
尽
さ
れ
た
文
書
と
し
て
扱
わ
れ
、
様
式
的
に
は
、
　
「
院
宣
所
候

也
」
　
「
天
気
所
候
也
」
等
の
よ
う
に
、
一
見
し
て
院
宣
・
論
旨
と
判
断
で
き
る
書
止
め
文
言
を
有
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
院
宣
・
論

旨
は
こ
れ
だ
け
で
な
く
、
書
止
め
に
「
院
宣
」
　
「
天
気
」
と
い
う
言
葉
が
な
く
て
も
、
　
「
善
所
候
也
」
で
終
る
も
の
も
あ
る
こ
と
も
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
の
概
説
書
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
院
宣
・
論
旨
で
あ
る
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
か
か
る
院
宣
・
論
旨
を

13 （671）



特
微
づ
け
る
文
言
が
み
と
め
ら
れ
な
く
て
も
、
実
際
に
院
宣
・
紛
旨
と
し
て
機
能
し
て
い
た
文
書
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
御
奉

行
所
候
也
」
と
い
う
書
止
め
文
雷
を
も
っ
た
文
書
（
以
下
「
御
奉
行
所
侯
也
」
の
文
書
と
称
す
る
）
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
鎌
倉
時
代
後
期

か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
、
神
社
の
神
職
に
宛
て
ら
れ
、
そ
の
当
時
の
書
札
礼
に
お
い
て
は
、
庁
奉
書
・
出
納
奉
書
と
も
呼
ば
れ
、
あ
る
程
度

ひ
ろ
く
使
用
さ
れ
て
い
た
文
書
の
様
式
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
様
式
の
文
書
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
本
格
的
に
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
現
存
す
る
中
世
文
書
の
う
ち
に
は
、
そ
の
用

法
や
機
能
が
ま
だ
あ
き
ら
か
で
な
い
文
書
が
あ
る
。
実
際
に
神
社
や
寺
院
の
所
蔵
文
書
に
接
し
、
そ
れ
ら
を
厳
密
に
、
伝
来
の
す
が
た
（
原
文

書
）
に
お
い
て
調
査
す
る
機
会
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
現
行
の
古
文
書
の
概
説
書
等
に
は
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
文
書
に
出
逢
う
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
「
御
奉
行
所
候
也
」
と
い
う
文
書
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
文
書
が
史
料
集
客
に
活
字
化
さ

れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
見
な
れ
な
い
文
書
は
よ
く
検
討
さ
れ
ず
、
た
だ
従
来
の
古
文
書
様
式
の
い
ず
れ
か
に
含
め
て
、
い
ち
お
う
文
書
名
は
付

け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
文
書
の
機
能
や
用
法
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
書

に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
考
察
し
、
し
か
る
べ
く
史
料
的
位
置
づ
け
を
す
る
こ
と
も
、
本
来
の
古
文
書
学
の
一
面
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
文
書
の
一
例
と
し
て
、
本
稿
で
は
現
在
の
古
文
書
学
に
お
い
て
未
検
討
の
、
　
「
御
奉
行
所
候
也
」
と
い
う
書
止
め
文
言
を
も
っ
た

文
書
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
し
て
「
院
宣
所
候
也
」
や
「
天
気
所
志
也
」
と
い
う
よ
う
な
書
止
め
文
言
の
院
宣
・
論
旨
（
以
下
、
ふ
つ
う
の
院
宣
・

論
旨
と
称
す
る
）
と
は
別
に
、
こ
の
文
書
が
様
式
上
に
は
直
接
院
宣
・
論
旨
で
あ
る
と
判
断
し
得
る
文
言
は
な
い
け
れ
ど
も
、
実
際
に
当
時
院

宣
・
論
旨
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
考
察
す
る
。
　
「
御
奉
行
所
富
農
」
と
い
う
書
止
め
文
言
の
文
書
を
、
ふ
つ
う
の
院
宣
・
論
旨
に
対
し

て
別
形
態
の
院
宣
・
論
旨
と
称
す
る
所
以
で
あ
る
。
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簡

昭
和
五
三
年
の
春
に
、
私
は
八
坂
神
社
（
京
都
市
東
山
区
舐
園
町
）
と
松
尾
大
社
（
京
都
市
西
京
区
嵐
山
宮
町
）
に
お
い
て
、
こ
の
両
社
に
所
蔵
さ
れ



別形態の院宜・論旨（橋本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
い
る
古
文
書
を
拝
見
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
こ
の
時
に
心
隈
の
写
真
ω
②
と
⑥
の
三
通
の
文
書
は
八
坂
神
社
に
お
い
て
、
ま
た
、
写
真
㈲

⑦
の
二
通
の
文
書
は
松
尾
大
社
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
写
真
⑤
は
、
早
稲
田
大
学
所
蔵
荻
野
研
究
室
収
集

文
書
の
う
ち
、
上
賀
茂
神
社
文
書
の
一
通
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
い
ず
れ
も
前
述
の
よ
う
に
、
　
「
御
奉
行
所
候
也
」
と
い
う
文
言
を
持
っ

て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
文
書
は
、
私
に
と
っ
て
は
初
対
面
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
文
書
に
つ
い
て
、
写
真
ω
と
②
お
よ
び
㈲
か
ら
⑦
ま
で
に
掲
げ
た
六
通
の
文
書
を
、
そ
の
様
式
上
か
ら
検
討
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
諸
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
ず
本
文
は
「
…
…
由
、
（
奉
行
の
当
人
）
殿
御
奉
行
所
候
也
」
と
い
う
書
様
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
は

「
執
達
吏
件
」
と
い
う
、
伝
達
文
言
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
差
出
警
（
奉
者
）
の
身
分
は
概
し
て
低
く
、
左
衛
門
尉
や
式
部
丞
と
い
う
よ
う
に
、

位
に
す
れ
ば
六
位
以
下
の
も
の
か
、
ま
た
は
前
受
画
名
を
名
の
る
よ
う
な
、
家
司
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
宛
所
は
す
べ
て
神
職
で
あ
り
、
か
な
ら
ず

「
謹
上
」
の
過
断
を
付
け
て
い
る
。
年
紀
は
、
書
下
し
年
号
・
付
年
号
・
月
日
の
み
と
い
う
三
通
り
の
場
合
が
あ
る
（
表
1
に
は
、
年
紀
の
あ

る
文
書
の
み
を
示
し
た
、
欠
年
の
文
書
が
、
こ
の
表
戸
以
外
に
数
通
あ
る
）
。
書
体
は
、
院
宣
・
論
旨
と
同
じ
行
書
体
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総

合
す
る
と
、
か
か
る
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
文
書
は
、
典
型
的
な
御
教
書
の
様
式
を
具
備
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
実
際
に
、
写
真
ω
②
と
㈲
か
ら
⑦
ま
で
の
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
文
書
が
、
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
史
料
集
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

に
取
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
み
る
と
、
左
記
の
よ
う
な
文
書
名
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
公
家
の
御
教
書
の
範
麟
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
各
文
書
の
下

の

（
）
内
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
収
載
さ
れ
て
い
る
各
刊
本
に
お
け
る
所
在
を
示
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

写
真
ω
　
前
中
納
言
中
御
門
為
方
御
教
書
（
『
八
坂
神
社
文
書
』
一
九
四
九
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

写
｛
具
　
②
　
（
『
八
坂
神
社
記
録
』
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
文
書
名
は
付
さ
れ
て
い
な
い
）

写
真
④
　
中
御
門
前
中
納
言
御
教
書
（
『
松
尾
大
社
史
料
集
文
書
画
一
』
六
四
号
）

写
真
㈲
　
中
御
門
前
中
納
言
家
御
教
書
（
『
早
稲
田
大
学
所
蔵
鳳
野
研
究
難
文
書
』
上
巻

写
吉
《
⑥
　
　
蒔
茱
室
光
顕
御
…
教
書
（
『
入
坂
神
往
文
書
』
一
七
〇
三
号
）

二
五
号
）
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写
真
⑦
　
蔵
人
大
輔
某
御
教
書
（
『
松
尾
大
社
史
料
集
文
書
篇
こ
一
中
号
）

右
の
各
論
書
名
は
、
各
々
史
料
集
の
棄
老
に
よ
っ
て
冠
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
も
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
文
書
が
御
教
書
の

典
型
的
条
件
を
具
備
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
文
書
名
が
付
け
ら
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
い
う
御
教
書
と
は
、
多
く
の
先
学
が
ひ
と
し
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
来
そ
の
藍
隔
は
書
状
に
あ
り
、
就
中
、
奉
書
と
い
う
侍
臣
側

近
・
家
司
が
上
位
老
の
仰
を
奉
じ
て
、
相
手
方
に
伝
達
す
る
様
式
の
文
書
で
あ
る
。
か
か
る
御
教
書
は
、
中
世
の
公
家
社
会
に
お
い
て
は
、
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

治
文
書
の
主
流
を
占
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
仰
の
主
体
で
あ
る
上
位
者
と
奉
者
（
文
書
発
給
責
任
者
）
と
仰
が
伝
え
ら
れ
る
相
手
（
宛
所
）
、
こ
の
三

老
の
身
分
・
地
位
・
官
職
の
相
関
関
係
に
よ
っ
て
、
御
教
書
は
そ
れ
ぞ
れ
院
宣
・
論
旨
・
令
旨
・
長
者
宣
・
別
当
宣
・
東
寺
長
者
御
教
書
等
々

と
い
う
よ
う
に
使
い
わ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
御
教
書
の
発
給
手
続
と
伝
達
経
路
は
、
そ
の
ま
ま
中
世
公
家
社
会
の
権
門
体

制
を
支
え
る
粋
組
み
を
構
成
し
て
い
た
。
ま
た
太
政
官
発
給
の
文
書
が
、
組
織
対
組
織
の
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
に
た
い
し
て
、
こ
れ
ら
御
教
書

は
、
個
人
対
個
人
の
文
書
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
御
教
書
の
格
式
は
、
上
位
者
と
奉
老
の
身
分
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
そ
の
様
式
は
、
差

出
者
（
奉
者
）
と
宛
所
と
の
間
の
身
分
、
と
く
に
官
職
の
つ
り
あ
い
を
も
と
に
し
て
、
厚
面
薄
礼
の
あ
ら
わ
し
方
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
先
に

例
示
し
た
六
通
（
写
真
③
を
除
く
）
の
文
書
名
は
、
た
ん
に
様
式
上
の
特
徴
か
ら
門
御
教
書
」
と
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

こ
れ
ら
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
文
書
に
つ
い
て
、
決
し
て
充
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
と
は
い
い
難
い
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
文
書
が
政
務
処
理
機
構
上
の
何
処
か
ら
何
処
へ
機
能
し
た
御
教
書
で
あ
る
か
、
ま
た
何
故
に
、
そ

の
下
に
さ
ら
に
仁
者
が
い
る
と
い
う
二
段
溝
え
の
奉
書
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
「
御
奉
行
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た

身
分
の
軽
い
奉
者
と
宛
所
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
御
奉
行
所
候
也
偏
の

文
書
に
つ
い
て
、
た
ん
に
中
御
門
前
中
納
言
家
御
教
書
（
写
真
㈲
）
と
い
う
様
式
の
み
で
な
く
、
こ
の
文
書
の
機
能
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
、

こ
の
文
書
に
関
し
て
充
分
な
理
解
が
で
き
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
①
　
八
坂
神
社
と
松
尾
大
社
の
古
文
書
調
査
に
は
上
島
有
玩
に
随
行
し
た
。
こ
の
調
　
　
　
　
　
査
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
報
告
が
あ
る
。
上
島
有
漏
「
八
坂
神
社
所
蔵
文
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書
に
つ
い
て
」
　
（
『
神
道
史
研
究
臨
第
二
六
巻
二
号
）
、
同
氏
「
松
尾
神
社
文
書
に

　
み
え
る
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
」
　
（
『
洛
西
』
第
四
号
）

②
　
八
坂
神
社
発
行
『
八
坂
神
社
文
書
』
上
・
下
　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影

　
写
本
「
建
内
文
書
」
　
（
全
三
四
冊
）
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

③
八
坂
神
社
発
行
『
八
坂
神
社
記
録
』
下
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本

　
「
八
坂
神
社
文
書
」
（
全
陽
冊
）
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
註
②
・
③
に
つ
い
て
は
上
島

　
氏
前
掲
論
文
参
照
。

④
　
こ
の
文
書
の
差
出
書
の
所
に
「
尊
氏
将
軍
管
領
山
名
」
と
い
う
押
紙
が
あ
る
が
、

　
こ
れ
は
後
世
の
も
の
で
、
本
文
書
の
内
容
と
は
い
っ
さ
い
関
係
な
い
。

⑤
　
窟
田
正
弘
氏
「
中
世
公
家
政
治
文
書
の
再
検
討
②
」
（
『
歴
史
公
論
』
四
巻
二

　
号
）

二

値形態の院宣・論旨（橋本）

　
前
節
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
表
1
に
列
挙
し
た
＝
二
通
の
文
書
を
み
よ
う
。
こ
の
表
1
は
、
現
在
ま
で
私
が
集
め
え
た
「
御
奉
行
所
候
也
」

の
文
書
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
問
題
点
を
整
理
す
る
と
、
つ
ぎ
の
四
点
に
集
約
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち　
　
e
　
こ
れ
ら
の
文
書
が
、
神
社
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
⇔
　
こ
れ
ら
の
文
書
が
、
す
べ
て
神
職
を
宛
所
と
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
⇔
　
　
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
奉
行
の
当
人
が
、
こ
れ
ら
の
文
書
と
同
じ
時
代
に
、
い
っ
ぽ
う
で
は
院
宣
・
論
旨
の
蝶
結
で
あ
る
こ
と
。

　
　
㈲
　
内
容
的
に
み
る
と
、
表
1
の
内
容
欄
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
発
給
目
的
（
命
令
の
内
容
）
が
、
和
与
の
認
許

　
　
　
お
よ
び
そ
の
追
認
、
社
領
の
安
堵
、
課
役
免
除
、
そ
し
て
訴
訟
の
手
続
（
問
状
）
と
裁
許
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
時
期
、
す
な
わ
ち
鎌
倉

　
　
　
時
代
後
期
と
南
北
朝
期
に
、
政
治
上
重
要
な
役
割
を
果
し
た
院
宣
・
論
旨
の
内
容
と
全
く
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
御
奉
行
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
公
家
の
記
録
に
散
見
す
る
奉
行
と
い
う
の
は
、
　
「
光
親
卿
、
院
の
最
勝

講
奉
行
し
て
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
を
」
（
『
徒
然
草
』
四
八
段
）
と
あ
る
ご
と
く
、
院
（
上
皇
）
の
命
令
で
、
政
務
上
の
値
例
・
臨
時
の
行
事
（
こ
れ
を
公

事
と
い
う
）
に
つ
い
て
、
主
任
担
当
者
を
勤
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
訴
訟
（
こ
れ
を
雑
訴
と
い
う
）
に
お
い
て
、
自
分
の
も
と
に
挙
達
さ
れ
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表
工
「
御
奉
行
所
候
也
」
と
い
う
書
止
め
文
言
の
文
書

｝
年
　
月
　
旧

奉
　
　
行
　
　
文
　
　
言

者
｝
宛

、
所

｛
内

容

一
典

拠

－
　
　
永
仁
六
・
一
二
・
二
九

伽
蟹
嗣
中
納
　
．
、
購
難
潔

文
章
生
（
花
押
）

少
納
言
阿
閣
梨
御
房
　
　
社
領
備
後
國
小
童
補
薬

（
舐
園
社
執
行
の
息
忍
真
）
　
　
　
　
　
　
　
（
和
与
の
認
許
）

建
内
文
書
一
九
四
九
号

2
　
正
安
ご
・
＝
マ
ニ
六
勘
解
由
小
路
前
中
納
言
殿
御
奉
行

所
候
也
　
　
　
（
勘
解
小
路
兼
仲
）

前
念
登
守
（
花
押
）

講
営
．
阿
要
害
謬
）
社
簾
後
国
小
童
襟
追
認
）
八
坂
弔
文
書
巻
二

3
　
　
（
応
長
一
兀
）
閏
六
・
一
二

中
御
門
前
中
納
言
殿
御
奉
行
所
候

也
　
　
　
　
　
　
（
中
御
門
経
継
）

前
伊
賀
守
成
重
　
　
松
尾
神
主
（
蝋
画
）

社
領
丹
波
国
雀
部
庄
用
水
事

　
　
　
　
　
　
　
　
（
裁
　
　
許
）

松
尾
神
社
文
書
e

4
　
正
和
元
・
一
二
・
一
＝

中
御
門
前
中
納
言
殿
御
奉
行
所
候

也
　
　
　
　
　
　
（
中
御
門
経
継
）

前
伊
賀
守
成
重
　
　
卿
公
御
房
（
祝
）

社
領
帰
波
国
雀
部
庄
債
領
窮

　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
　
　
堵
）

束
文
書
⑪

5
　
（
正
和
二
）
九
・
　
七

蠕
堕
訓
轟
．
、
購
難
灘

前
伊
賀
守
成
重
　
　
賀
茂
神
主

当
社
神
人
蝋
訴
審

（
裁
　
　
許
）

魏
謬
垂
雪
珊

6
　
文
保
元
・
　
五
・
一
五

春
宮
大
夫
殿
御
奉
行
所
候
也

　
　
　
　
　
　
　
（
花
山
院
師
信
）

敦
　
雄

片
岡
祝

社
領
伊
予
国
菊
凝
望
若
狭
国
軍
野

戦
預
所
職
慕
　
　
　
（
安
　
　
堵
）

賀
茂
別
雷
神
社
文
書
e

7
元
応
二
・
三
・
八
中
御
門
大
納
雷
殿
御
奉
行
所
候
也

　
　
　
　
　
　
　
（
中
御
門
経
継
）

前
伊
賀
守
成
重
　
　
神
　
主

社
領
新
大
仏
造
営
棟
別
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賀
茂
鋼
雷
神
社
文
書
0

　
　
　
　
　
　
　
　
（
勅
　
　
免
）

9
元
亨
二
・
二
・
一
二
蔵
人
大
進
殿
御
奉
行
所
候
也

　
　
　
　
　
　
（
万
里
小
路
季
房
）

左
衛
門
尉
広
成
　
　
鴨
祝

歓
領
讃
岐
園
葛
原
庄
公
文
職
濫
妨

事
　
　
　
　
　
　
　
（
問
　
　
状
）

東
文
書
⇔

林
康
員
所
蔵
文
学

12

@
正
慶
二
・
一
一
・
　
六

師
中
納
言
殿
御
奉
行
所
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
惟
継
）

前
肥
後
守
忠
隆
　
　
賀
茂
前
神
主

社
領
讃
岐
国
葛
原
庄
公
文
職
濫
妨

纂
　
　
　
　
　
　
　
（
問
　
　
状
）

社
領
丹
波
国
波
降
臨
部
保
内
新
田

村
寮
　
　
　
　
　
　
（
問
　
　
状
）

社
領
伊
予
国
菊
万
庄
若
狭
岡
宮
河

庄
預
所
職
鄭
　
　
　
（
安
　
　
堵
）

林
康
員
所
蔵
文
書

建
内
文
墨
一
七
〇
三
号

賀
茂
別
雷
神
社
文
書
e

13

@
応
安
ご
・
一
二
・
　
三

蔵
人
大
輔
殿
御
奉
行
所
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
（
坊
城
俊
任
）

式
部
丞
冬
蔦

松
尾
神
主

当
社
翼
造
蒙
（
先
例
霰
）
松
三
二
書
o
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た
訴
状
の
、
一
件
担
当
者
に
な
る
こ
之
も
奉
行
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
女
院
の
御
産
行
事
（
こ
の
例
に
つ
い
て
は
、
愈
愈
に
墨
東
門
院
の
安
産
祈

願
の
行
事
に
つ
い
て
述
べ
る
）
や
、
上
皇
の
熊
野
参
と
い
う
よ
う
な
、
一
大
事
の
と
り
し
き
り
を
す
る
こ
と
も
奉
行
で
あ
っ
た
。
親
政
時
に
は
、

か
か
る
奉
行
を
つ
と
め
た
の
は
蔵
人
で
あ
る
。
古
文
書
学
の
立
場
か
ら
、
こ
う
し
た
奉
行
に
つ
い
て
の
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
徴
証
は
、
奉
行

勤
仕
の
公
卿
・
職
事
・
弁
官
が
、
こ
れ
ら
の
公
事
・
雑
訴
に
関
す
る
院
宣
・
論
旨
の
奉
老
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
上

皇
（
天
皇
）
の
仰
一
命
令
を
、
政
務
と
し
て
実
施
す
る
た
め
の
責
任
者
、
そ
れ
が
奉
行
で
あ
る
。
こ
の
奉
行
の
当
人
が
聾
者
（
発
給
責
任
者
）
と
な
っ

て
、
　
「
院
宣
所
候
也
」
・
「
天
気
所
候
也
」
と
い
う
文
言
の
院
宣
・
論
旨
が
発
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
写
真
ω
②
と
ω
か
ら
⑦
ま
で

の
文
書
に
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
上
記
奉
行
に
つ
い
て
は
、
　
「
中
御
門
前
中
納
言
殿
御
奉
行
所
候
也
」
や
「
蔵
人
大
輔
殿
御
奉
行
所
候
也
」

・
の
ご
と
く
、
奉
行
の
当
人
が
文
言
中
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
の
文
書
発
給
に
は
、
奉
行
と
は
別
人
の
、
し
か
も
奉

行
当
人
よ
り
も
一
段
と
低
い
身
分
の
も
の
が
あ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
に
、
か
か
る
奉
行
の
文
言
を
も
っ
た
文
書
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
相
田
二
郎
氏
と
中
村
直
勝
氏
で
あ
る
。
相
田
氏
は

　
『
日
本
の
古
文
書
』
の
〔
三
〇
三
〕
例
に
一
通
示
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
こ
れ
を
書
札
様
文
書
の
、
諸
家
御
教
書
に
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て

こ
の
「
御
奉
行
所
隷
農
」
の
文
雷
に
つ
い
て
は
、
　
「
か
く
く
の
上
位
の
者
の
命
を
奉
行
す
と
言
ふ
意
味
で
あ
る
。
取
次
ぐ
意
味
を
表
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
の
場
合
の
上
位
の
者
は
如
何
な
る
も
の
か
明
か
に
致
し
難
い
。
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
村
氏
は
そ
の
大

著
『
院
本
古
文
書
学
　
上
』
の
な
か
で
「
爾
曹
弁
御
教
書
」
と
し
て
、
第
二
四
四
例
に
「
南
曹
弁
殿
御
奉
行
所
候
也
、
働
執
達
如
件
」
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

う
文
書
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
相
田
氏
は
「
御
奉
行
」
な
る
文
言
に
つ
い
て
は
、
上
位
者
の
命
令
を
取
次
ぐ
こ
と
に
理
解
し
て
お
ら
れ
る
し
、

ま
た
文
書
名
に
つ
い
て
も
、
前
出
史
料
集
の
場
合
と
同
様
に
「
御
教
書
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
文
書
が
、
御

教
書
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
以
上
、
こ
の
文
書
の
解
明
は
、
相
田
氏
が
「
明
か
に
致
し
難
い
」
と
さ
れ
る
上
位
者
を
知
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
結
論
を
さ
き
に
言
え
ば
、
相
田
茂
が
「
明
か
に
致
し
難
い
」
と
い
わ
れ
た
上
位
者
は
、
上
皇
な
い
し
天

皇
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
様
式
的
に
は
典
型
的
な
御
教
書
で
あ
る
が
、
実
際
は
当
時
、
院
宣
・
論
旨
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
う
え
こ
れ
ら
の
「
御
奉
行
所
候
爵
」
と
い
う
院
宣
・
論
旨
は
、
ふ
つ
う
の
「
院
宣
湿
雪
也
」
の
院
宣
や
、
　
「
天
気
所
候
也
」
の
論
旨
よ
り

も
一
段
階
格
を
低
く
し
て
伝
達
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
言
う
な
れ
ば
ふ
つ
う
の
院
宣
・
論
旨
に
く
ら
べ
て
、
「
セ
カ
ン
ド
ク
ラ
ス
」
の
院
宣
・

論
旨
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
点
を
具
体
的
に
述
べ
て
み
よ
う
。
写
真
ω
②
は
、
八
坂
神
社
に
伝
わ
る
文
書
で
あ
る
が
、
こ
の
二
通
の
文
書
が
、
嘉
元
二
年
正
月
に
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

領
の
公
験
と
し
て
相
続
さ
れ
た
際
の
相
伝
文
書
目
録
に
、
　
「
院
宣
」
と
し
て
登
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
写
真
ω
と
②
の
文
書
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

祇
園
社
領
備
後
国
小
童
保
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
が
、
小
童
保
は
舐
園
社
執
行
に
代
々
相
伝
領
掌
さ
れ
た
社
領
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
執
行

職
が
相
伝
譲
与
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
二
通
の
文
書
も
執
行
職
の
根
本
公
験
と
し
て
譲
渡
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ま
八
坂
神
社

文
書
の
な
か
に
、
つ
ぎ
の
三
通
の
文
書
目
録
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

　
　
①
嘉
元
二
年
正
月
二
八
日
　
阿
閣
梨
忍
言
相
伝
文
書
譲
状
案
（
『
八
坂
神
社
文
書
』
一
九
五
三
号
）

　
　
②
嘉
暦
三
年
八
月
　
　
日
　
社
務
執
行
宝
寿
縷
言
詮
相
伝
備
後
国
小
童
保
文
書
目
録
（
同
一
九
五
九
号
）

　
　
③
正
中
二
年
九
月
　
　
日
　
社
務
執
行
宝
寿
院
顕
詮
相
伝
備
後
国
小
童
保
文
書
目
録
（
間
一
九
六
〇
号
）

こ
れ
ら
の
目
録
（
①
②
⑧
の
文
書
名
は
、
い
ず
れ
も
『
八
坂
神
社
文
書
』
に
よ
る
）
に
、
写
真
ω
の
中
御
門
読
方
御
教
書
と
写
真
②
の
勘
解
由

小
路
兼
仲
御
教
書
の
二
通
の
文
書
が
、
と
も
に
「
院
宜
」
と
し
て
登
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
①
嘉
元
二
年
の
忍
真
の
譲
状
案
に

は
、
こ
れ
ら
二
通
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
〔
写
真
ω
〕
一
通
院
宣
疑
麺
建
離
瀦
鱗
舞
翻
輔
霧
　
．
、
勢

　
　
〔
写
真
②
〕
一
通
院
宣
証
恢
二
欝
需
離
蜘
蟻
削
霜
量
．
隷

　
こ
の
小
童
保
の
和
与
の
事
実
は
、
執
行
勝
円
の
没
後
、
永
仁
六
年
五
月
三
〇
日
に
、
勝
円
後
家
と
二
二
の
息
子
忍
音
・
範
門
の
三
人
の
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

成
立
し
た
。
写
真
ω
の
院
寛
は
、
こ
の
和
与
を
認
許
し
た
伏
見
上
皇
院
宣
で
あ
り
、
写
真
②
は
同
じ
く
二
年
後
に
、
こ
れ
を
追
認
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
後
、
忍
真
が
範
円
の
領
分
を
も
手
中
に
お
さ
め
、
嘉
元
二
年
正
月
二
八
日
忍
真
は
、
小
童
保
の
領
有
権
を
彦
一
丸
（
後
に
執
行
と
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な
っ
た
影
壁
）
に
譲
与
し
た
。
こ
の
時
、
忍
真
が
①
文
書
目
録
を
作
成
し
て
、
小
童
保
の
公
験
を
も
彦
一
丸
に
譲
っ
た
。
こ
の
公
験
の
な
か
に

写
真
ω
②
の
文
書
が
、
さ
き
に
紹
介
し
た
よ
う
に
「
院
宣
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
通
の
院
宣
は
、
い
ず
れ
も
「
御

奉
行
所
候
也
」
の
文
書
で
あ
っ
た
。
永
仁
六
年
と
正
安
二
年
と
、
二
度
に
わ
た
っ
て
和
与
の
安
堵
を
う
け
た
門
真
は
、
自
分
が
受
け
と
っ
た
写

真
ω
②
の
文
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ω
中
御
門
獣
脂
が
奉
行
し
た
院
宣
、
②
勘
解
由
小
路
兼
仲
が
奉
行
し
た
院
宣
と
し
て
、
①
文
書
目
録
の

記
載
の
と
お
り
認
識
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
写
真
ω
の
文
書
は
、
上
皇
の
仰
を
中
御
門
為
方
が
奉
行
す
る
こ
と
（
こ
こ
ま
で
は
、
ふ
つ
う
の
院

宣
の
発
給
手
続
で
あ
る
）
を
、
さ
ら
に
下
位
の
者
（
こ
の
場
合
は
文
章
生
）
が
、
も
う
一
段
階
奉
じ
て
忍
真
に
伝
え
る
と
い
う
（
こ
こ
で
「
中

御
門
前
中
納
言
殿
御
奉
行
所
候
也
」
と
な
る
）
、
二
段
構
え
の
奉
書
形
式
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
請
取
っ
た
忍
真
の
方
で
は
、
実
際
に
伝
達

し
て
き
た
奉
老
よ
り
も
、
中
御
門
男
方
が
奉
行
し
て
い
る
院
宣
で
あ
っ
た
。
写
真
②
の
文
書
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
も
二
通
と
も
本

文
中
の
奉
行
の
当
人
に
は
「
殿
」
を
付
け
、
さ
ら
に
「
御
奉
行
」
と
称
し
て
、
あ
く
ま
で
も
上
皇
の
御
奉
行
中
御
門
前
中
納
公
言
と
い
う
書
礼

を
と
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
「
御
奉
行
所
候
也
」
と
い
う
書
止
め
文
言
の
文
書
が
、
当
時
門
院
宣
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
明

ら
か
に
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
ふ
つ
う
古
文
書
学
の
概
説
書
で
は
、
院
宣
と
い
え
ば
、
　
「
院
宣
如
此
」
　
「
院
豊
所
候
也
」
　
「
依
院
御
気
色
」
と
い
う
よ
う
に
、
文
言
中
に
院

宣
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
門
門
所
候
也
」
の
仰
の
冠
者
が
、
上
皇
の
侍
臣
側
近
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ

う
な
場
含
の
み
院
宣
と
し
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
文
書
が
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う

に
、
当
時
は
っ
き
り
院
宣
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
し
か
も
文
言
中
ど
こ
に
も
、
院
寛
で
あ
る
こ
と
を
認
知
で
き
る
文
言
も
な
い
。
そ
し
て
本

来
な
ら
ば
院
宣
の
愚
者
と
な
る
筈
の
立
場
の
上
皇
の
侍
臣
が
、
奉
行
の
文
言
に
出
て
来
る
御
奉
行
の
当
人
（
写
真
ω
の
場
合
は
中
御
門
為
方
、

同
②
の
揚
合
は
勘
解
由
小
路
愚
弟
）
と
な
っ
て
、
本
文
中
に
書
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
写
真
ω
②
の
文
書
の
奉
者
が
、
そ
の
身
分

等
（
写
真
ω
の
場
合
は
文
章
生
、
同
②
の
場
合
は
前
能
登
守
）
か
ら
考
え
て
、
院
宣
の
発
給
責
任
者
に
し
て
は
身
分
も
軽
く
、
は
な
は
だ
役
不

足
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
文
書
が
院
宜
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
た
ん
な
る
様
式
論
の
も
の
さ
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し
で
は
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
古
文
書
学
上
の
重
要
な
問
題
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

①
『
日
本
の
古
文
書
』
上
四
四
二
頁
。

②
　
『
日
本
古
文
書
学
騒
上
　
四
八
九
頁
。

③
　
文
書
目
録
が
果
た
す
史
料
的
役
割
に
つ
い
て
、
実
際
に
東
寺
首
含
文
書
の
よ
う

　
に
二
万
点
に
お
よ
ぶ
文
書
群
を
取
扱
っ
て
い
て
、
一
点
一
点
の
文
書
に
つ
い
て
様

　
式
的
に
整
理
し
難
い
と
き
、
そ
の
文
書
の
用
法
が
不
明
の
と
ぎ
、
あ
る
い
は
機
能

　
が
適
確
に
把
握
で
き
な
い
と
ぎ
に
は
、
ひ
と
つ
の
解
決
方
法
と
し
て
、
何
ら
か
の

　
目
的
で
、
そ
の
要
検
討
文
書
と
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
、
関
連
文
書
目
録
を
探
る

　
こ
と
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
訴
訟
に
備
え
た
申
状
の
蘭
書
闘
録
と
か
、
寄
進
な

　
ど
権
利
譲
渡
の
た
め
の
相
伝
文
書
目
録
に
お
い
て
、
そ
の
要
検
討
文
轡
が
ど
の
よ

　
う
に
登
載
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
文
書
に
よ
っ
て
利
益

　
を
う
け
る
側
で
、
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

　
の
文
書
の
機
能
な
り
用
法
な
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
東

　
寺
百
合
文
書
の
整
理
を
行
っ
て
ぎ
た
過
程
で
、
私
達
が
体
験
と
し
て
得
た
こ
と
で

　
あ
る
。

④
　
久
保
国
収
氏
「
社
領
備
後
国
小
童
保
」
　
（
神
道
史
料
叢
書
八
『
八
坂
神
社
の
研

　
究
』
所
収
）
た
だ
し
、
久
保
田
氏
は
こ
の
写
真
ω
②
の
二
通
の
文
書
に
は
、
ふ
れ

　
て
お
ら
れ
な
い
。

⑤
　
こ
れ
を
伏
見
上
皇
院
宜
と
し
た
の
は
、
つ
ぎ
の
理
由
に
よ
る
。
こ
の
写
真
ω
ω

　
の
二
通
の
鳥
篭
の
宛
所
と
な
っ
て
い
る
忍
真
の
父
勝
円
は
、
永
仁
六
年
四
月
二
六

　
日
付
伏
見
天
皇
論
旨
案
、
同
年
五
月
一
二
日
付
天
台
座
主
妙
法
院
尊
厳
御
教
書
案

　
（
以
上
「
舐
園
黒
帯
御
領
部
第
十
」
　
『
八
坂
神
桂
記
録
』
下
）
に
よ
っ
て
小
童
保

　
の
知
行
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
直
後
勝
円
は
世
を
去
り
、
小
童
保
は
勝
円
の

　
遺
言
に
よ
っ
て
、
後
家
・
忍
真
・
範
円
が
三
分
の
一
ず
つ
領
有
す
る
と
い
う
和
与

　
が
成
立
し
た
。
伏
見
天
皇
は
永
仁
六
年
七
月
ニ
ニ
日
、
後
伏
見
天
皇
に
譲
位
、
院

　
政
を
開
始
し
た
が
、
小
童
保
に
関
し
て
は
父
勝
円
に
安
堵
し
た
こ
と
に
ひ
き
つ
づ

　
い
て
、
こ
の
和
与
を
も
認
許
し
た
も
の
と
考
え
る
。

三

別形態の院宣・論旨（橋本）

　
写
真
ω
②
の
例
を
考
察
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
院
宣
に
は
「
院
宣
所
候
也
」
と
し
て
、
は
っ
き
り
院
宣
と
い
う
文
言
が
本
文
中
に
認
め
ら
れ

る
院
宣
と
は
別
に
、
本
文
中
に
何
処
に
も
「
院
宣
」
な
る
文
言
は
な
い
が
、
　
「
（
奉
行
の
院
司
）
殿
御
奉
行
所
中
尊
」
と
い
う
書
止
め
の
文
言

を
も
っ
た
院
宣
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
様
式
の
院
宣
を
、
実
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
で

表
1
に
集
め
た
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
文
書
が
、
お
し
な
べ
て
神
社
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
神
社
に
宛
て
ら
れ
た
院
宣
に
つ
い
て

考
察
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
同
じ
日
付
で
、
同
一
目
的
の
た
め
に
、
同
じ
奉
行
に
よ
っ
て
、
神
社
へ
宛
て
て
発
給
さ
れ
た
亀
山
上
皇
院
宣
の
例
を

紹
介
す
る
。
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こ
れ
は
乾
元
二
年
四
月
二
三
日
、
亀
山
上
皇
が
昭
訓
門
院
の
安
産
祈
願
の
た
め
に
、
伊
勢
内
外
宮
を
は
じ
め
と
す
る
各
神
社
に
た
い
し
て
、

神
馬
を
奉
献
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
女
院
の
御
産
に
関
す
る
諸
行
事
に
は
、
民
部
卿
葉
室
頼
藤
が
奉
行
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
詳
し
い
記
録

晦
・
『
昭
訓
門
院
御
産
愚
記
』
で
あ
る
が
・
頼
藤
の
奉
行
勤
仕
に
関
し
て
は
・
そ
の
記
録
に
「
為
民
部
饗
行
董
仰
」
と
あ
る
・
葉
室
頼
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
上
皇
近
習
の
一
人
で
あ
り
、
正
応
二
年
九
月
七
日
の
亀
山
上
皇
御
落
飾
に
あ
た
っ
て
も
、
奉
行
を
つ
と
め
て
い
る
。
本
稿
に
そ
く
し
て
言
え

ば
、
乾
元
二
年
四
月
の
上
皇
の
女
院
安
産
祈
願
に
つ
い
て
は
、
葉
室
頼
藤
が
「
御
奉
行
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
奉
献
の
神
馬
と
と

も
に
、
上
皇
の
祈
願
の
意
志
を
伝
え
る
院
宣
が
、
各
神
社
へ
出
さ
れ
た
。
表
H
は
こ
の
時
の
院
宣
発
給
の
実
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

文
書
の
種
類
は
ω
院
司
奉
書
・
②
庁
奉
書
・
③
庁
送
文
の
三
種
類
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
亀
山
上
皇
の
安
産
祈
願
・
神
馬
奉
献
の
旨

を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
機
能
上
す
べ
て
亀
山
上
皇
院
宣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
文
書
の
様
式
が
三
通
り
あ
る
よ
う
に
、
三
二
疋
の
神
馬
も
表
耳
の
ご
と
く
、
宛
先
に
よ
っ
て
三
様
に
分
け
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
第
一
の
院
司

奉
書
が
宛
て
ら
れ
る
所
は
、
伊
勢
・
八
幡
・
北
野
・
熊
野
・
新
日
吉
の
各
社
と
、
先
皇
の
法
華
堂
を
い
れ
て
九
ヵ
所
で
あ
る
。
こ
の
院
司
奉
書

の
書
様
は
、
下
欄
の
文
書
々
様
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
奉
行
を
勤
め
る
民
部
卿
葉
室
頼
藤
が
奉
者
と
な
り
、
　
「
依
御
気
色
執
達
子
忌
」
と
い
う

書
止
め
文
言
の
、
ふ
つ
う
の
院
宜
で
あ
る
。
こ
の
時
「
近
習
人
々
」
に
よ
っ
て
、
神
馬
を
え
ら
び
、
奉
献
先
に
つ
い
て
は
「
内
々
被
公
社
宛
」

ら
れ
た
。
そ
し
て
宛
所
の
神
社
に
は
、
奉
行
の
頼
藤
が
宛
先
を
書
い
た
短
冊
を
馬
の
轡
に
さ
げ
、
頼
藤
が
奉
じ
た
院
宣
を
そ
え
て
、
各
神
社
に

送
ら
れ
る
段
取
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
三
二
疋
の
神
馬
の
う
ち
、
こ
う
し
て
院
司
奉
書
が
そ
え
ら
れ
る
以
外
の
神
馬
は
、
　
「
叢
叢
送
遣
所
々
、

鉱
主
典
代
資
遠
・
替
蓋
秀
俊
」
と
い
う
こ
と
で
、
前
記
獄
司
奉
書
を
そ
え
た
神
馬
と
は
別
に
、
女
院
庁
主
典
代
が
奉
行
と
な
っ
て
送
進
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
こ
の
昭
訓
門
院
安
産
祈
願
の
た
め
の
神
馬
奉
献
は
、
院
司
が
奉
行
す
る
場
合
と
、
庁
務
主
典
代
が
奉
行
す
る
場
合
の
、
二
つ
の
ケ
ー

ス
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
後
老
の
よ
う
に
女
院
庁
主
典
代
安
倍
者
流
が
奉
行
と
し
て
神
馬
奉
献
す
る
場
合
、
表
豆
の
庁
奉
書
が
そ
え
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
庁
奉
書
こ
そ
、
文
書
々
様
の
欄
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
文
書
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
庁
奉
書
は
、
賀

茂
・
鴨
・
松
尾
・
春
日
・
日
吉
の
各
社
の
御
師
（
後
述
）
と
、
祇
園
社
の
執
行
に
宛
て
ら
れ
た
が
、
こ
の
「
民
部
卿
殿
御
奉
行
所
候
也
、
伽
執
達
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別形態の院宣・論旨（橋本）

表
革
　
乾
元
二
年
四
月
二
三
日
付
亀
山
上
皇
院
宣
（
昭
訓
門
院
安
産
祈
願
の
た
め
諸
社
へ
神
馬
奉
献
）

文
　
書

院司奉書庁奉庁送文

奉
献
神
社

伊

勢

八

幡

北

野

熊

野

新
　
日
　
吉

後
白
河
院

　
法
華
堂

後
鳥
羽
院

　
法
華
堂

後
輩
蛾
院

　
法
華
堂

賀

茂

奉
献
の
院
宣
の
宛
所

祭
　
　
主

御
師
尚
清
法
印

別
当
慈
順
僧
正

検
校
道
昭
僧
正

座
主
（
検
校
道
玄
僧
正
）

執
行
玄
忠
法
印

執
行
任
寛
法
眼

執
行
公
営
僧
都

御
師
延
平
（
正
称
宜
）

鴨

一
御
師
莚
（
ゴ
程
祝
）

松

尾

春

日

日

吉

祇

園

御
師
権
祝
相
憲

御
師
権
神
主
蒔
実

御
　
師
　
成
　
久

執
　
行
　
暴
清

平
野
・
稲
荷
・
大
原
野
・
住
吉
・
梅
宮

・
吉
国
・
丹
生
・
費
布
称
・
新
熊
野
・

粟
田
宮
・
西
園
寺
惣
社
・
大
神
・
石

上
・
大
和
・
広
瀬
・
龍
瞬
・
広
田

文

書

々

様

院
司
奉
書
々
様

神
馬
一
疋
、
墨
引
献
之
、
御
産
平
安
可
令
論
難
之
由
、

於
宝
前
殊
抽
丹
誠
可
是
玄
応
者
、

依
御
気
色
執
達
如
件
、

　
　
（
マ
マ
）

　
　
四
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
畏
部
卿
頼
藤

　
　
慈
順

謹
上
　
北
野
別
当
僧
正
御
房

　
　
尚
諮

　
　
　
八
幡
前
検
校
法
印
御
募

庁
奉
書
々
様

　
　
　
　
　
虚
字
可
在
最
前
欲
、
倶
建
長
例
如
此
節
女
、

昭
訓
門
院
御
産
為
御
零
被
土
神
馬
一
疋
黒
菓
毛
、
候
也
、

殊
可
令
祈
請
給
之
由
、
民
部
卿
殿
御
奉
行
所

候
也
、
傍
執
達
如
件
、

　
　
卯
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
雅
楽
頭
三
遠

謹
上
　
賀
茂
称
宜
殿

庁
送
文
書
様

院
庁

　
奉
送

　
　
　
神
馬
一
疋
黒
票
毛
、

右
記
　
昭
訓
門
院
御
産
平
安
御
薦
、
所
被
奉
送
平
野
挫
如
件
、

　
　
乾
元
二
年
卯
月
廿
三
日
　
　
主
典
代
雅
楽
頭
安
倍
朝
臣
資
遠

（『

ｺ
訓
門
院
御
産
親
思
』
乾
元
二
年
四
月
二
三
日
の
条
よ
り
）

如
件
」
と
い
う
文
書
は
、
上
皇

の
発
願
を
伝
達
す
る
と
い
う
機

能
か
ら
み
れ
ば
、
ま
さ
に
院
宣

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
様
式

的
に
、
上
皇
の
仰
を
奉
行
の
頼

藤
が
奉
行
と
な
っ
て
宛
所
に
伝

え
ら
れ
る
院
宣
（
院
司
奉
書
）
よ

り
も
、
　
一
段
格
を
下
げ
た
様
式
、

す
な
わ
ち
院
司
奉
書
を
も
う
一

度
主
典
代
資
遠
が
三
者
と
な
っ

て
伝
え
る
と
い
う
二
重
の
奉
書

の
か
た
ち
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
二
重
の
奉
書
に
な
っ
て

も
、
あ
く
ま
で
も
上
白
三
の
命
令

を
伝
え
る
の
だ
か
ら
「
御
奉

行
」
で
あ
る
し
、
身
分
的
に
女

院
地
主
典
代
か
ら
院
司
を
み
れ

ば
、
　
「
民
部
卿
殿
」
で
あ
る
こ

と
は
当
然
で
あ
る
。
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つ
い
で
平
野
社
以
下
一
七
社
に
は
、
表
皿
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
庁
送
文

を
付
し
て
神
馬
が
送
ら
れ
た
。
こ
の
庁
送
文
と
い
う
の
は
、
織
し
く
文
書

々
様
の
欄
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
平
野
社
以
下
の
各
社
に
た
い
し
て
神
馬

を
送
る
目
的
を
、
き
わ
め
て
事
務
的
に
伝
え
た
文
書
て
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
亀
山
上
皇
の
発
願
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
た
文
書
は
、
宛
所
に
よ
っ
て

ω
院
司
奉
書
、
つ
い
で
②
女
院
庁
主
典
代
奉
書
、
そ
し
て
㈲
女
院
庁
送
文

と
の
三
様
の
区
別
が
あ
っ
た
。
と
く
に
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
「
御
奉

行
所
候
也
」
の
院
宣
（
庁
奉
書
）
が
、
表
H
の
よ
う
に
賀
茂
社
以
下
の
六
社

に
か
ぎ
ら
れ
、
そ
れ
が
ま
た
表
1
に
み
ら
れ
る
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
文

書
の
宛
所
（
賀
茂
社
等
の
神
職
で
あ
る
）
と
全
く
一
致
す
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

　
以
上
述
べ
た
亀
山
上
皇
院
宣
の
例
は
、
女
院
の
安
産
祈
願
と
い
う
、
言

う
な
れ
ば
上
皇
の
私
事
に
か
か
わ
る
事
で
あ
っ
た
か
ら
、
院
議
が
奉
行
す

る
ふ
つ
う
の
院
宣
に
た
い
し
て
、
　
「
御
奉
行
所
候
也
」
と
い
う
院
宣
は
、

昭
訓
門
院
の
家
政
機
関
で
あ
る
女
院
庁
主
典
代
の
奉
書
で
あ
っ
た
。
こ
れ

が
政
務
上
の
公
事
・
雑
訴
に
お
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
例
と
し
て
中
御
門
経
継
が
奉
行
で
あ
っ
た
後
宇
多
上
皇
院
宣
に
つ

い
て
、
ふ
つ
う
の
院
宣
と
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
院
宣
と
の
例
を
紹
介
し

よ
う
。
中
御
門
経
継
は
嘉
元
三
年
権
中
納
言
に
任
じ
ら
れ
、
そ
れ
よ
り
後

　　　　　　鴛難働勘　　謝ゆ
　　　　　　　縮　霞岳
　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　響　　　　ぎ一難
　　　　　　　ジ　　　　　　曳　　N　　，㍉

　　　　　　　e　　　　　　　　章ヒ　　　　　　　　　　　齢壷　　　　　　　　＾　T4，

　　“　　　　　　　　　　箭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ

　　τ；u　　b　ぎ　　　　　・
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　　　　　　s
　　　　　　野吾
　　／ち　±　　　　　　　奄　　　　、Pts
　　　t　eSsTua．’“．er　’　1’＞k．be’　ff

　　　　　㌶眼n
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別形態の院宣・論旨（橋本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

宇
多
上
皇
の
も
と
で
評
定
衆
の
ひ
と
り
と
し
て
、
吉
田
定
房
ら
と
と
も
に
、
言
言
の
伝
奏
を
も
つ
と
め
て
い
た
。
ま
た
上
皇
が
大
宮
院
崩
御
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

あ
た
っ
て
錫
綜
（
法
服
）
を
着
御
さ
れ
る
儀
式
の
奉
行
を
す
る
な
ど
、
上
皇
の
院
司
と
し
て
主
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。
東
寺
関
係
文
書
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
、
後
宇
多
上
皇
が
東
寺
へ
施
入
さ
れ
た
播
磨
国
矢
野
庄
に
関
し
て
、
同
上
皇
院
宣
の
奉
者
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
通
が
写
真
㈲
で
あ
る
。

こ
れ
は
文
保
元
年
三
月
一
八
日
、
上
皇
が
矢
野
常
例
名
内
重
藤
名
那
波
佐
方
両
浦
を
、
惣
庄
に
付
し
て
葉
寺
に
寄
附
す
る
旨
を
、
経
継
が
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
て
東
寺
に
伝
え
た
院
宣
で
あ
る
。
こ
の
院
宣
の
宛
所
は
、
聖
無
動
諸
道
我
で
あ
る
。
道
我
は
、
当
時
学
衆
方
の
庄
園
経
営
に
関
与
し
、
康
永

二
年
一
〇
月
没
す
る
ま
で
、
あ
る
時
は
葉
箒
二
長
者
に
も
な
っ
て
活
躍
し
た
。
こ
の
写
真
③
の
院
宣
は
、
読
継
が
奉
老
と
な
っ
て
い
る
ふ
つ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
⑧

の
院
宣
で
あ
る
。
そ
し
て
写
真
㈲
と
⑤
と
春
夏
の
4
・
7
も
、
経
継
が
奉
行
し
た
後
宇
多
上
皇
院
宣
で
あ
る
が
、
そ
の
書
様
は
、
さ
き
に
紹
介

し
た
亀
山
上
皇
院
宣
（
表
豆
）
の
、
庁
奉
書
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
中
御
門
前
中
納
言
殿
御
奉
行
所
候
也
」
（
写
真
④
・
⑤
）
と
い
う
よ
う

に
、
本
来
奉
行
を
つ
と
め
る
経
費
は
、
本
文
中
の
奉
行
文
言
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
四
通
の
実
際
の
発
給
責
任
者
（
遊
者
）
は
、

四
通
と
も
前
伊
賀
守
成
重
で
あ
る
。
成
重
は
そ
の
前
受
領
名
か
ら
す
る
と
、
中
御
門
経
継
の
も
と
に
い
る
下
家
司
（
後
述
）
と
考
え
ら
れ
る
。

　
中
御
門
経
継
の
奉
行
す
る
後
宇
多
上
皇
院
宣
で
も
、
上
皇
の
仰
を
奉
行
で
あ
る
経
継
が
直
接
奉
じ
た
写
真
③
の
ふ
つ
う
の
院
宣
と
、
そ
う
し

た
経
継
奉
書
を
も
う
一
度
下
家
司
成
重
が
奉
じ
た
、
写
真
ω
・
⑤
の
よ
う
な
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
院
宣
と
が
あ
る
。
こ
れ
が
た
ん
な
る
家
司

奉
書
で
は
な
く
、
文
書
の
機
能
か
ら
み
れ
ば
院
宣
で
あ
る
こ
と
は
、
　
「
御
奉
行
所
吉
言
」
と
し
て
、
決
し
て
「
仰
所
候
也
」
や
「
御
消
息
所
候

也
」
と
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
家
司
が
家
君
の
意
を
奉
じ
た
ふ
つ
う
の
御
教
書
で
は
な
く
、
　
「
御
奉
行
」
と

い
う
家
君
（
中
御
門
足
継
）
の
立
場
を
明
示
す
る
た
め
、
こ
の
場
合
は
、
　
「
中
御
門
前
中
納
言
殿
御
奉
行
所
候
也
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
院
宣
の
宛
所
に
つ
い
て
は
、
写
真
③
の
文
保
元
年
三
月
一
八
日
の
院
宣
は
、
大
納
言
法
印
（
道
我
）
に
宛
て
ら
れ
て
い
る

が
、
写
真
ω
・
⑤
な
ど
四
通
の
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
院
宣
は
、
す
べ
て
神
職
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
論
旨
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
写
真
⑥
と
⑦
の
文
書
は
、
さ
き
の
院
宣
の
例
と
同
じ
く
、
機
能
的
に
は
論
旨

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
論
旨
に
も
、
　
「
天
気
所
候
也
」
と
い
う
ふ
つ
う
の
論
旨
と
、
そ
し
て
「
（
奉
行
の
蔵
人
）
殿
御
奉
行
所
候
也
」
と
い
う
論
旨

27　（685）



　　　　　　　写真（4）中御門経継御教書　　（松尾神社文書）（松尾大社蔵）

（繊細大学所蔵叢叢研究峯嬬
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別形態の院宣・論旨（橋本）

が
あ
っ
た
。
写
真
⑦
は
松
尾
心
密
に
伝
わ
り
、
前
掲
史
料
集
で
は
「
蔵
人
大
輔
某
御
教
書
」
と
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
は

応
安
二
年
一
〇
月
に
、
松
尾
社
神
輿
造
替
の
先
例
を
注
進
せ
よ
と
い
う
後
光
厳
天
皇
の
仰
を
、
松
尾
神
主
に
伝
え
た
も
の
で
、
素
紙
に
書
か
れ

て
い
る
。
そ
し
て
「
御
奉
行
」
は
蔵
人
兵
部
大
輔
坊
城
俊
任
で
あ
っ
た
。
写
真
⑦
の
宛
所
は
神
職
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
僧
官
を
宛
所
と
し
た
場

合
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
同
じ
く
応
安
二
年
に
坊
城
俊
任
が
奉
行
を
し
、
真
光
院
禅
守
に
あ
て
た
、
ふ
つ
う
の
論
旨
を
紹
介
す
る
。

　
　
山
城
国
円
城
寺
、
如
元
可
有
御
管
領
之
由
、
天
気
所
候
也
、
以
此
旨
可
令
洩
啓
仁
和
寺
宮
給
、
勿
上
啓
如
露
、

　
　
　
　
応
安
二
年
九
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兵
部
大
輔
俊
任
牽

　
　
謹
上
　
真
光
院
僧
正
御
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
寿
百
合
文
書
オ
函
）

こ
れ
は
「
天
気
所
候
也
」
の
、
従
来
の
古
文
書
学
で
い
う
論
旨
で
あ
る
。
こ
の
論
旨
は
い
ま
案
文
し
か
伝
わ
ら
な
い
が
、
蔵
人
の
奉
じ
た
論
旨

で
あ
る
か
ら
、
当
然
宿
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
写
真
⑦
の
文
書
は
、
様
式
的
に
は
さ
き
の
亀
山
上
皇
院
宣
（
表
∬
）
の
庁
’

奉
書
と
そ
の
書
様
が
同
じ
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
蔵
人
俊
任
の
奉
じ
た
論
旨
を
、
　
「
蔵
人
大
輔
殿
御
奉
行
所
候
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
も
う

一
度
式
部
丞
冬
明
が
奉
じ
て
松
尾
神
主
に
伝
達
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
写
真
⑥
の
文
書
は
、
八
坂
神
社
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
も
「
蔵
人
勘
解
由
次
官
（
葉
室
光
顕
）
殿
御
奉
行
所
候
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
後
醍
醐
天
皇
論
旨
を
も
う
一
度
左
衛
門
尉
同
村
が
奉
じ

て
、
祇
園
社
執
行
に
伝
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
宿
紙
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
写
真
⑥
・
⑦
の
二
通
の
論
旨
は
、
さ
き
の
院
宣

の
場
舎
と
同
じ
く
、
ふ
つ
う
の
論
旨
を
も
う
一
段
階
格
を
下
げ
て
伝
達
す
る
論
旨
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
そ
こ
で
写
真
⑥
の
奉
者
左
衛
門
尉
康
村
や
、
写
真
⑦
の
奉
者
式
部
丞
無
明
な
ど
の
、
上
記
二
通
の
文
書
（
論
旨
）
の
事
実
上
の
発
給
責
任
老
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
は
た
し
て
庁
奉
書
の
本
章
で
あ
っ
た
庁
務
主
典
代
と
、
同
じ
よ
う
な
立
場
の
下
位
の
奉
老
が
、
蔵
人
所
に
存
在
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
「
吉
部
秘
訓
抄
」
と
洞
院
家
の
「
書
札
礼
付
郵
貯
」
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
そ
し
て
、
と
く
に
表
1
の
宛
所
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

関
連
し
て
、
諸
社
司
に
た
い
す
る
一
礼
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
　
「
吉
部
早
智
抄
」
の
蔵
人
の
消
息
礼
賛
に
、
諸
社
司
に
た
い
す
る
書
札
礼
が
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つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　　

博
ﾐ
司
論
酬
館
離
躍
鰯
猷
舗
響

右
の
書
礼
を
み
る
と
、
表
豆
に
お
け
る
八
幡
社
と
賀
茂
社
以
下
の
扱
と
同
じ
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
表
H
の
八
幡
社
へ
の
院
宣
は
、
院
司
奉
書

で
あ
っ
た
。
こ
の
静
養
で
も
「
八
幡
別
当
直
遣
御
教
書
」
で
あ
る
。
そ
し
て
表
1
の
賀
茂
社
以
下
に
は
庁
奉
書
が
宛
て
ら
れ
る
が
、
こ
の
書
落

の
三
舎
も
「
賀
茂
已
下
以
出
納
書
状
可
仰
之
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
賀
茂
社
已
下
に
は
出
納
の
書
状
が
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

か
る
出
納
が
発
給
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
洞
院
家
の
「
書
札
礼
付
故
実
」
に
も
、
「
出
納
奉
書
」
と
い
う
文
書
が
あ
る
。
こ
の
書
札
礼
の
な
か

に
「
職
事
催
公
事
状
丼
請
文
」
と
い
う
、
職
事
心
得
の
よ
う
な
書
礼
作
法
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
蔵
人
頭
・
五
位
蔵
人
・
六
位
蔵

人
が
天
皇
の
命
令
で
、
他
の
官
職
老
に
公
事
の
出
仕
を
催
促
す
る
場
合
の
、
論
旨
の
書
き
方
で
あ
る
。
就
中
、
表
1
・
表
H
の
宛
所
と
同
じ

「
諸
社
司
賀
茂
社
以
下
」
に
宛
て
ら
れ
る
論
旨
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
遣
諸
社
司
許
状

　
　
　
於
賀
茂
以
下
社
司
者
、
蔵
人
頭
直
不
遣
状
、
或
与
奪
六
位
蔵
人
令
書
之
、
或
以
出
納
奉
書
仰
之

こ
の
よ
う
に
賀
茂
社
以
下
の
諸
社
司
に
宛
て
ら
れ
る
論
旨
は
、
蔵
人
頭
が
奉
老
と
な
る
「
天
気
馬
素
」
　
「
天
気
所
候
也
」
と
い
う
本
来
の
論
旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
様
式
は
と
ら
ず
、
ひ
と
つ
に
は
六
位
蔵
入
に
伝
達
さ
せ
る
。
こ
の
場
合
の
書
様
に
つ
い
て
は
、
こ
の
「
書
札
礼
」
で
は
、
様
式
的
に
は
ふ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

う
の
論
旨
で
あ
り
、
そ
の
書
止
め
文
書
は
「
天
気
所
候
指
し
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
場
合
は
、
　
「
出
納
奉
書
」
と
い
う
形
式
を
と
る
。

　
出
納
と
い
う
の
は
、
蔵
人
所
の
職
員
構
成
の
う
ち
、
六
位
蔵
人
ま
で
が
い
わ
ゆ
る
職
事
と
し
て
、
天
皇
に
関
す
る
諸
事
務
を
管
掌
す
る
が
、

そ
の
職
事
の
下
で
職
事
の
た
め
に
事
務
を
と
る
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
出
納
の
者
か
ら
は
、
　
「
御
奉
行
」
の
蔵
人
に
た
い
し
て
「
殿
」
と
い

う
敬
称
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
写
真
㈲
・
⑦
の
文
書
は
、
史
料
集
に
「
御
教
書
」
と
し
て
所
収
さ
れ
て

い
て
も
ま
ち
が
い
で
は
な
い
し
、
そ
の
書
様
か
ら
出
納
奉
書
と
称
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
文
書
の
機
能
と
し
て
は
論
旨
で
あ
っ

た
。
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①
　
史
料
纂
集
『
公
衡
公
記
』
第
三
「
昭
訓
門
院
御
産
強
記
」

②
　
史
料
纂
集
『
公
衡
公
記
騒
第
三
「
亀
山
院
御
落
飾
記
」
　
ま
た
「
亀
山
院
御
灌

　
頂
記
」
（
群
被
類
従
）
に
は
「
民
都
響
頼
藤
法
皇
彿
方
執
権
又
所
令
奉
行
也
」
と
あ
る
。

③
　
『
吉
続
記
』
乾
元
二
年
二
月
七
日
条
　
こ
の
日
の
聴
断
参
仕
人
に
「
中
御
門
前

　
中
納
言
」
と
あ
る
。
ま
た
『
万
一
記
』
文
保
三
年
正
月
＝
二
日
条
、
こ
の
日
の
評

　
定
参
仕
人
に
「
中
御
門
前
中
納
雷
経
畿
」
と
あ
る
。

④
史
料
纂
集
『
公
営
公
記
』
第
二
「
後
宇
多
院
漂
蕩
紆
記
」

⑤
　
東
寺
百
合
文
書
こ
鹸
　
『
続
図
録
東
寺
百
合
文
書
』
一
一
二
号
文
書

⑥
　
上
島
有
幾
「
鎌
倉
時
代
の
播
磨
国
矢
野
庄
に
つ
い
て
」
（
『
古
文
書
研
究
』
七
・

　
八
合
併
男
）

⑦
そ
の
全
文
を
引
用
す
る
。

　
　
松
尾
社
領
丹
波
團
総
部
庄
内
寺
方
名
田
事
、
任
相
伝
領
掌
不
可
有
栢
違
之
由
、

　
　
中
御
門
前
中
納
言
殿
御
奉
行
所
候
也
、
勿
執
達
如
件
、

　
　
　
　
「
正
重
工
」

　
　
　
　
　
十
二
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
伊
賀
守
成
重
慶

　
　
謹
上
　
卿
公
御
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
文
書
）

⑧
　
そ
の
全
文
を
引
用
す
る
。

　
　
賀
茂
社
領
新
大
仏
造
営
棟
別
事
、
御
　
奏
聞
之
処
、
於
当
社
看
者
可
有
勅
免
之

　
　
旨
、
中
御
門
大
納
言
殿
御
奉
行
所
主
要
、
働
執
達
如
件
、

　
　
　
　
元
応
二
年

　
　
　
　
　
三
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
伊
賀
守
成
重
牽

　
　
謹
上
　
神
主
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
）

⑨
　
「
轡
部
兼
帯
抄
　
四
」
蔵
人
左
京
権
大
央
光
綱
習
礼
条
々
誕
諌
事
（
『
大
日
本

　
史
料
』
第
四
編
五
二
　
六
三
三
頁
）

⑩
　
群
書
類
従
第
百
四
四
「
書
札
礼
付
故
実
」
　
こ
の
一
書
は
、
奥
書
に
洞
院
実
夏

　
が
そ
の
息
公
為
に
与
え
た
旨
記
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
洞
院
家
に
代
々
伝
来

　
し
た
轡
礼
作
法
を
、
南
北
朝
期
貞
和
三
年
十
月
頃
、
こ
の
体
裁
に
ま
と
め
ら
れ
た

　
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
群
霞
解
題
』
に
は
村
山
修
氏
が
解
説
し
て
お
ら
れ
る
が
、

　
本
稿
に
関
連
し
て
村
山
氏
の
内
容
分
析
を
補
足
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
前

　
半
は
大
臣
・
大
納
言
・
中
納
雷
が
、
公
事
の
上
卿
と
し
て
の
立
揚
か
ら
、
他
の
官

　
職
試
す
な
わ
ち
別
当
・
職
審
・
官
外
記
・
祭
使
な
ど
に
、
参
勤
出
仕
の
命
令
を
す

　
る
時
の
御
教
書
の
書
礼
作
法
で
あ
る
。
後
半
は
職
事
が
公
事
の
奉
行
と
し
て
、
他

　
の
官
職
者
に
た
い
し
て
出
仕
催
促
す
る
時
の
論
旨
の
作
法
で
あ
る
。
一
家
の
先
祖

　
代
々
に
、
上
卿
の
経
験
者
や
首
邑
の
経
験
者
が
聚
出
し
、
そ
の
都
度
家
伝
と
し
て

　
伝
え
ら
れ
た
首
札
礼
で
あ
ろ
う
。
奥
書
に
「
此
一
巻
随
分
秘
轡
」
と
記
さ
れ
て
い

　
る
。
　
「
弘
安
礼
節
」
を
は
じ
め
と
し
て
中
世
の
書
札
礼
の
多
く
が
、
消
息
礼
に
重

　
点
を
澱
い
て
編
集
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
洞
院
家
の
書
札
礼
は
、
政
治
上
の
文
書

　
で
あ
る
御
教
書
の
作
法
、
す
な
わ
ち
奉
雷
礼
に
徹
し
て
い
る
。
し
か
も
従
来
の
古

　
文
書
学
で
は
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
諸
大
蔵
・
侍
・
諸
毯
司
・
官
史
生
・
院
庁
官
・

　
諸
家
々
司
・
仏
師
・
絵
師
・
経
師
へ
の
奉
醤
礼
に
つ
い
て
の
作
法
が
書
き
あ
げ
ら

　
れ
て
い
る
。
こ
の
一
露
は
、
　
「
伝
宣
草
」
と
一
対
を
な
す
公
式
文
書
の
書
札
礼
と

　
し
て
、
古
文
書
学
的
に
も
再
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑪
　
観
智
院
文
書
に
次
の
よ
う
な
輪
雷
の
伝
達
例
が
あ
る
（
東
寿
観
智
院
金
鰯
蔵
聖

　
教
一
六
九
箱
）
。

　
　
東
寺
大
工
職
築
、
任
代
≧
絹
伝
之
旨
、
令
相
続
藤
井
長
髪
言
託
、
被
聞
食
県
、

　
　
未
来
不
可
有
相
違
、
茨
気
如
此
、
伽
執
達
如
件
、

　
　
　
　
永
徳
二
年
四
月
ニ
ョ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
重
弁
判

　
　
蔵
人
兵
部
丞
殿

東
寺
大
工
職
事
　
重
代
ミ
相
続
之
旨
　
藤
井
重
吉
停
比
国
弘
無
道
妨
、
弥
可
全

相
伝
之
由
、
被
成
下
安
堵
勅
裁
之
上
者
、
可
王
気
旨
山
蔓
、
年
預
蔵
人
兵
都
丞

所
仰
長
薯
、
伽
執
達
如
件

　
　
永
徳
二
年
四
月
十
九
日

量
爾
桑
色
利
綱
判

32　（690）



　
右
の
例
は
、
東
寺
大
工
職
の
安
堵
で
あ
る
が
、
藤
井
重
吉
の
身
分
と
し
て
は
、
直

　
接
蔵
人
の
奉
じ
た
論
旨
が
出
さ
れ
ず
、
ま
ず
六
位
蔵
人
（
蔵
人
補
任
に
よ
れ
ば
、

　
兵
部
丞
な
る
書
斎
は
六
位
蔵
人
で
あ
る
こ
と
が
多
い
）
に
「
天
気
如
此
」
と
伝
え
、

　
さ
ら
に
「
年
預
蔵
人
兵
部
丞
所
仰
候
也
」
と
い
う
一
段
常
格
の
低
い
伝
達
の
し
か

　
た
で
、
大
工
藤
井
重
吉
に
論
旨
を
伝
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
蔵
人
頭
直
不
遣

　
状
、
或
与
奪
六
位
蔵
人
令
書
之
」
の
実
例
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
す

　
る
。

⑫
　

「
書
札
礼
付
故
実
」
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
範
例
を
掲
げ
て
い
る
。

　
　
六
位
蔵
人
催
公
卿
状

賀
茂
祭
女
童
出
車
可
令
婿
給
之
由
、
天
気
所
鍵
也
、
傍
言
上
如
件
、

言
、

　
　
囚
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
章
得
業
生

進
上
　
藤
中
納
言
殿

（
同
）
催
四
位
以
下
状

　
豊
男
節
会
高
倉
候
陣
給
省
画
、
天
気
所
轟
轟
、
傍
雷
立
読
件
、

　
十
一
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門
尉
奉

進
上
　
兵
部
大
夫
殿

誠
恐
謹

四

四形態の院宣・論旨（橋本）

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
　
「
御
奉
行
所
紫
野
」
の
文
書
が
、
機
能
的
に
み
て
院
宣
・
論
旨
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
と
く
に
賀
茂
社

以
下
の
諸
社
司
が
そ
の
宛
所
と
な
っ
た
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
院
宣
・
論
旨
が
出
さ
れ
、
当
時
こ
れ
ら
は
、
庁
奉
書
・
下
家
司
奉
書
・
出
納
奉

書
と
称
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
節
で
は
、
こ
う
し
た
文
書
の
発
給
手
続
に
つ
い
て
、
と
く
に
奉
者
と
宛
所
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
御
奉
行
所
候
也
」
の
院
宣
・
論
旨
は
、
上
位
者
（
上
皇
．
天
皇
）
－
奉
行
（
院
司
・
蔵
人
）
1
奉
者
（
た
と
え
ば
主
典
代
資
遠
や
農
博
賀
守
成
重
・

左
衛
門
尉
康
村
な
ど
）
と
い
う
二
段
構
え
の
複
雑
な
奉
書
で
あ
る
。

　
か
か
る
奉
行
と
二
段
階
目
の
奉
老
と
の
関
係
を
み
る
と
、
表
嚢
の
庁
奉
書
の
場
合
は
、
女
院
安
産
祈
願
（
上
皇
発
願
）
の
奉
行
と
、
女
院
庁
務

主
典
代
で
あ
る
。
ま
た
後
宇
多
上
皇
院
宣
の
う
ち
、
写
真
㈲
と
⑤
の
「
中
御
門
前
中
納
言
殿
御
奉
行
所
候
也
」
の
院
宣
は
、
院
の
伝
奏
（
評
定

衆
の
一
員
）
中
御
門
経
継
と
そ
の
下
家
司
成
重
で
あ
る
。
ま
た
写
真
⑥
・
⑦
の
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
論
旨
は
、
奉
行
の
蔵
人
に
た
い
し
て
、
下

位
の
只
者
は
蔵
人
所
の
繊
納
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
御
奉
行
」
に
た
い
す
る
二
段
階
目
の
掌
篇
（
実
際
の
発
給
責
任
老
）
は
、
奉

行
の
当
人
の
も
と
に
職
属
す
る
身
分
の
者
で
あ
る
と
い
え
る
。
彼
等
に
つ
い
て
は
「
職
原
抄
」
に
、
　
「
非
成
業
黒
穂
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
同
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①

抄
に
「
称
非
成
業
者
、
院
主
典
代
庁
官
・
太
政
官
史
生
・
蔵
人
所
出
納
・
諸
家
下
家
司
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
下
位
の
奉
者
の
身
分
が
、
ひ
と
ま

と
め
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
成
業
」
と
い
う
の
は
、
秀
才
・
心
土
・
明
経
・
明
法
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
国
家
試
験
に
合
格
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

官
職
任
用
の
資
格
を
得
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
平
安
時
代
か
ら
「
用
吏
学
道
」
と
し
て
、
　
「
成
業
・
非
成
業
」
を
そ
の
条
件
に
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

成
業
と
非
成
業
の
差
別
は
、
寵
す
な
わ
ち
太
政
大
臣
以
下
書
史
以
上
の
窟
の
富
祐
上
に
、
任
用
さ
れ
て
い
る
（
成
業
）
か
、
い
ま
だ
官
職
に
つ
い

て
い
な
い
（
非
成
業
）
か
の
ち
が
い
で
あ
っ
た
。
公
家
社
会
の
構
造
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
骨
組
み
は
太
政
官
を
柱
と
す
る
省
・
職
・
寮
・
司
・

坊
・
監
・
署
・
台
・
府
・
使
の
各
官
衙
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
各
官
衙
に
所
属
す
る
官
職
員
の
組
織
体
系
が
、
官
の
職
翻
と
い
わ
れ
た
。
公

家
の
社
会
で
は
、
か
か
る
官
職
に
任
細
し
、
そ
れ
に
相
遜
す
る
位
階
を
帯
す
る
こ
と
こ
そ
、
権
門
の
枠
内
に
位
置
す
る
た
め
の
、
も
っ
と
も
墓

本
的
な
条
件
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
「
非
成
業
之
輩
」
は
、
い
ま
だ
官
の
職
制
に
登
っ
て
い
な
い
考
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

院
主
典
代
は
、
四
等
官
の
主
典
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
主
典
代
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
蔵
人
所
出
納
は
、
職
事
に
宿
紙
を
配
給
す
る
役
目
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

負
う
な
ど
、
蔵
人
方
に
職
属
す
る
の
で
あ
る
。
親
政
時
の
蔵
人
所
出
納
が
、
院
政
時
に
庁
務
主
典
代
に
な
る
こ
と
が
記
録
上
認
め
ら
れ
る
。
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

家
下
家
司
も
、
い
わ
ゆ
る
公
家
の
家
政
機
関
を
構
成
す
る
四
位
・
五
位
の
諸
大
夫
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
位
置
す
る
者
で
あ
ろ
う
。
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
わ
ち
こ
れ
ら
非
成
業
之
輩
と
い
わ
れ
る
主
典
代
な
ど
は
、
官
衙
機
構
の
要
職
で
は
な
く
、
そ
の
下
に
所
属
す
る
官
職
未
登
用
の
者
で
あ
っ
た
。

位
に
す
れ
ば
「
六
位
七
位
八
位
の
事
し
る
す
に
及
ば
ず
」
（
『
百
寮
訓
要
抄
』
）
と
い
わ
れ
た
者
で
あ
っ
た
。
　
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
院
宣
・
論
旨

は
、
こ
う
し
た
官
の
職
制
に
登
ら
な
い
無
官
の
者
が
発
給
責
任
者
と
な
っ
て
、
ふ
つ
う
の
院
宣
・
論
旨
を
も
う
一
段
階
格
を
低
く
し
て
伝
達
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
つ
ぎ
に
こ
れ
ら
の
文
書
の
宛
所
に
つ
い
て
、
検
討
し
よ
う
。
表
1
の
宛
所
の
欄
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
　
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
文
書
は
、

す
べ
て
神
職
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
表
狂
の
庁
奉
書
の
宛
所
と
、
さ
き
に
挙
げ
た
後
宇
多
上
皇
院
宣
の
意
中
、
中
御
門
経
継
の
下
家
司
奉

書
の
宛
撰
も
、
賀
茂
社
等
の
神
職
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
際
の
文
書
か
ら
得
た
徴
証
と
、
前
掲
書
札
礼
の
追
納
書
状
や
出
納
奉
書
の
宛
所
が
、

賀
茂
社
司
以
下
で
あ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
「
御
奉
行
所
網
倉
」
の
院
宣
・
紛
旨
は
、
こ
と
ご
と
く
神
職
に
宛
て
ら
れ
て
い
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別形態の院宣。論旨（橋本）

る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
表
H
の
亀
山
上
皇
院
宣
が
、
す
べ
て
神
社
に
宛
て
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
別
当
（
北
野
社
）
・
検
校
（
熊
野
社
）
に
は
院
号

奉
書
、
賀
茂
社
・
松
尾
社
な
ど
の
神
職
に
は
庁
奉
書
と
い
う
よ
う
に
、
宛
所
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
神
社
内
の
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

織
、
と
く
に
神
職
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
中
世
の
神
社
内
部
組
織
は
、
お
お
き
く
社
僧
と
社
司
に
わ
け
ら
れ
る
。
社
僧
は
神
社
に
お
い
て
仏
教
的
行
事
を
行
う
た
め
に
お
り
、
こ
れ
は

神
仏
習
合
と
い
う
目
本
中
世
の
信
仰
形
態
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
お
し
な
べ
て
社
司
よ
り
社
僧
の
方
が
上
位
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
社
僧
の

上
位
に
は
、
神
社
に
よ
っ
て
は
検
校
・
別
当
で
あ
り
、
一
神
社
組
織
を
代
表
し
た
。
表
亘
の
北
野
社
の
別
当
慈
順
僧
正
や
、
熊
野
社
の
検
校
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

昭
法
印
が
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
検
校
や
洌
当
職
は
、
す
べ
て
官
符
で
補
任
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
釈
家
の
宮
（
僧
位
僧
官
）
に
列
し

た
。
す
な
わ
ち
官
の
職
欄
干
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
社
僧
に
た
い
し
て
社
司
が
お
り
、
社
司
に
は
神
社
に
よ
っ
て
は
社
務
と
も
、
ま
た

執
行
と
も
称
さ
れ
る
、
一
社
の
経
営
管
理
を
す
る
者
と
、
神
事
を
行
う
神
職
が
あ
っ
た
。

　
神
職
は
全
く
神
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
専
一
に
し
て
い
た
。
神
職
の
構
成
は
各
神
社
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
た
が
、
お
お
よ
そ
神
主
・
禰
宜
・

祝
の
三
老
が
基
本
的
な
神
職
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
祭
祀
を
行
う
神
主
、
神
供
に
あ
た
る
禰
昼
、
そ
し
て
神
託
の
伝
達
を
す
る
祝
で

あ
る
。
社
僧
の
ほ
と
ん
ど
が
、
い
ち
お
う
僧
位
僧
官
に
在
っ
た
が
、
神
職
は
百
官
に
入
ら
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
神
職
は
、
官
位
令
に
も
挙
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ら
れ
ず
、
職
員
令
に
も
入
れ
ら
れ
ず
、
す
く
な
く
と
も
令
施
行
当
時
よ
り
正
式
の
職
事
の
官
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
松
尾
社
の

秦
氏
、
賀
茂
社
の
賀
茂
氏
の
よ
う
に
、
有
力
氏
族
の
祭
祀
に
か
か
る
各
社
の
神
職
は
、
一
族
中
よ
り
譜
代
相
続
で
代
々
世
襲
さ
れ
て
い
た
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
れ
ら
神
職
は
、
官
の
職
欄
上
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
御
師
（
表
1
）
と
い
う
の
は
、
公
家
・
武
家
か
ら
藁
薦
の
要
請
を
う
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
任
命
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
御
師
で
あ
っ
て
も
、
神
社
に
よ
っ
て
上
位
社
僧
の
御
師
と
社
司
か
ら
出
た
御
師
の
場
合
と
で
は
、
表
H
の

よ
う
に
宛
て
ら
れ
る
院
宣
の
書
様
が
異
っ
て
い
た
。
本
来
国
家
祭
祀
の
た
め
に
は
神
祇
官
が
あ
り
、
こ
の
長
官
を
伯
と
称
し
た
が
、
鎌
倉
時
代

に
な
る
と
白
川
家
が
世
襲
で
伯
を
継
承
し
た
。
そ
し
て
伯
家
の
吹
挙
（
本
官
奏
）
に
よ
っ
て
神
主
に
勅
許
補
任
さ
れ
る
と
、
同
じ
神
職
で
も
、
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

分
的
に
は
殿
上
人
に
准
拠
し
た
。
た
と
え
ば
、
松
尾
社
の
神
主
相
憲
が
、
こ
れ
に
相
当
し
て
い
た
。
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こ
こ
で
観
点
を
か
え
て
、
上
述
の
社
僧
・
社
司
、
就
中
、
神
職
を
宛
所
と
し
た
場
合
の
、
院
宣
・
論
旨
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
ま
ず
、
ふ
つ

う
の
院
宣
・
論
旨
旨
は
、
上
位
社
僧
に
宛
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ふ
つ
う
の
院
宣
・
論
旨
で
も
、
最
も
薄
礼
と
さ
れ
て
い
る
「
悉
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

以
状
」
と
い
う
書
止
め
文
言
の
も
の
は
、
前
述
の
伯
家
の
奏
上
を
経
て
勅
許
さ
れ
た
神
主
に
か
ぎ
っ
て
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
　
「
御
奉

行
所
候
也
」
の
院
宣
・
紛
旨
は
、
官
の
職
制
上
に
任
官
す
る
こ
と
な
く
、
譜
代
至
芸
を
た
て
ま
え
と
す
る
神
職
に
た
い
し
て
発
給
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
ふ
つ
う
の
院
宣
・
論
旨
は
、
宮
職
に
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
も
ら
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
官
の
魚
群
の
枠
外
に
あ
る
神
主
・
禰
寛
・

祝
等
に
は
、
　
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
霧
様
で
し
か
、
院
宣
・
論
旨
は
伝
達
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
宮
の
職
制
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
所
に
、
院
宣
・
論
旨
が
伝
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
、
そ

の
発
給
手
続
は
、
本
来
の
奉
行
が
上
皇
あ
る
い
は
天
皇
の
仰
を
、
直
接
奉
ず
る
ふ
つ
う
の
院
宣
・
論
旨
を
、
そ
の
奉
行
に
職
帯
す
る
無
官
の
者

が
も
う
一
度
奉
ず
る
と
い
う
、
二
重
の
奉
書
形
式
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
「
職
原
抄
」
下
検
非
違
使
「
志
」
の
項
。

　
②
　
　
「
本
朝
文
粋
」
六
　
用
土
之
道
先
議
功
労
、
総
々
若
同
謙
譲
成
業
非
成
業
之
者
。

　
③
「
官
職
知
事
」
上
官
は
職
の
名
な
り
需
要
官
号
可
知
其
職
也
、
官
位
令
義
解

　
　
日
大
臣
以
下
書
史
以
上
を
官
と
い
う
、
職
員
令
義
解
田
職
者
職
制
也
、
案
是
は
諸

　
　
の
官
号
を
あ
げ
て
其
職
掌
を
わ
か
つ
な
り
、
畢
群
落
に
は
職
あ
り
、
位
に
は
職
な

　
　
し
故
官
職
一
な
り
、
」

　
④
「
西
宮
記
臨
時
五
」
一
院
官
事
に
上
皇
脱
麗
之
後
は
、
親
政
時
「
出
納
為
主
典

　
　
代
」
と
あ
る
。
ま
た
「
洞
院
家
記
＋
」
御
幸
始
次
第
に
、
「
蔵
人
出
納
兼
主
典
代
」

　
　
の
例
と
し
て
、
要
婁
良
難
撚
兼
離
霧
」
と
す
る
・
と
に
よ
る
。

　
⑤
「
拾
芥
抄
中
未
」
一
家
司
家
司
・
下
家
司
「
祭
居
雑
録
」
一
家
司
家
司

　
　
は
諸
大
夫
な
り
、
そ
の
外
に
あ
る
を
ば
下
家
司
と
い
う
。

　
⑥
　
院
庁
主
典
代
・
蔵
人
所
出
納
の
補
任
に
つ
い
て
、
「
名
立
敵
」
院
中
綴
に
「
主
典

　
　
代
庁
補
之
」
と
あ
る
。
瓢
禁
秘
抄
考
註
」
中
巻
に
「
出
納
　
上
古
内
親
王
大
臣
ナ
ト

　
　
挙
申
、
蔵
人
下
知
、
下
名
簿
、
付
学
生
明
法
等
諸
脇
目
ナ
ト
補
之
」
と
あ
る
。

こ
れ
が
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
文
書
の
実
態
で
あ
る
。

　
⑦
　
神
職
制
度
に
関
し
て
は
、
つ
ぎ
の
二
論
文
を
参
考
に
し
た
。
林
陸
朗
氏
「
上
代

　
　
神
職
制
度
の
一
考
察
（
『
神
道
学
』
出
翼
復
刊
第
二
九
号
）
安
倍
良
行
氏
「
松
尾
幾

　
　
の
社
司
に
つ
い
て
」
（
『
神
道
史
研
究
』
第
二
三
巻
　
二
号
）
安
倍
氏
は
松
尾
社
の

　
　
み
な
ら
ず
、
賀
茂
社
に
つ
い
て
も
論
及
さ
れ
て
い
る
。

　
⑧
小
杉
達
氏
「
舐
園
社
の
社
僧
上
・
下
」
（
『
神
道
史
研
究
』
第
一
八
巻
二
・

　
　
三
号
）

　
⑨
　
『
大
日
本
古
文
細
石
清
水
文
墨
之
二
隠
七
二
六
号
か
ら
七
三
六
号
ま
で
の
文

　
　
書
に
は
、
別
当
舞
清
・
修
理
別
当
守
清
の
補
任
に
関
す
る
詳
細
な
手
続
を
示
す
文

　
　
書
が
あ
る
。

　
⑩
林
陸
朗
氏
前
掲
論
文

　
⑪
庁
奉
書
・
禺
納
奉
書
が
、
賀
茂
社
司
以
下
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

　
　
賀
茂
社
・
松
尾
社
が
、
公
家
の
門
閥
と
は
無
縁
の
賀
茂
氏
や
秦
氏
の
祭
祀
に
か
か

　
　
る
神
社
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は

　
　
確
謹
を
得
る
に
足
る
史
料
は
な
い
の
で
、
推
定
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
。
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⑫
小
杉
達
氏
「
舐
思
至
の
御
師
」
（
『
神
道
史
研
究
』
第
一
九
巻
　
一
号
）

⑬
勅
許
補
任
の
神
主
の
例
と
し
て
、
東
文
書
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
神
紙
下
家
御
教
書

　
が
あ
る
。

　
当
社
神
主
職
事
、
以
正
祝
絹
憲
可
被
補
任
由
、
院
宣
如
此
、
認
可
令
存
知
其
旨

　
給
之
由
、
本
官
仰
所
候
也
、
傍
執
達
耳
茸
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
五
目
　
左
衛
門
尉
□
□

　
謹
上
　
松
尾
社
神
主
殿

　
ま
た
、
神
主
に
お
け
る
殿
上
人
待
遇
が
あ
っ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、

　
「
上
杉
問
答
」
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
田
が
あ
る
。

　
　
一
被
遣
諸
社
神
官
書
状
事

　
　
公
家
者
依
堂
上
地
下
別
、
有
書
礼
之
式
、
於
武
家
車
懸
者
、
錐
有
勝
劣
大
略

　
　
被
同
等
礼
乎
、
但
不
知
其
官
位
、
至
都
鄙
之
神
官
者
難
分
別
之

⑭
こ
の
一
例
と
し
て
『
松
尾
大
社
史
料
集
文
書
篇
直
七
号
文
書
を
あ
げ
る

　
こ
と
が
で
ぎ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

別形態の院宣・論旨（橋本）

　
従
来
、
古
文
書
学
の
概
説
書
で
は
、
院
宣
・
論
旨
の
説
明
の
た
め
に
は
、
か
な
ら
ず
数
種
類
の
奉
書
文
尼
の
用
例
を
な
ら
べ
て
、
礼
の
厚
薄

を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
御
教
書
に
関
す
る
諸
問
題
は
、
文
書
の
奉
書
文
言
の
み
で
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
に
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
と
く

に
院
宣
・
論
旨
は
、
そ
の
発
給
手
続
や
伝
達
経
路
そ
の
も
の
に
、
政
治
権
力
が
顕
著
に
具
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
た
ん
な
る
書
止
め

文
言
に
よ
る
様
式
論
的
解
説
だ
け
で
は
、
院
宣
・
論
旨
が
充
分
検
討
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
最
近
、
富
田
正
弘
氏
が
、
院
宣
・
論

旨
を
も
ふ
く
め
て
、
ひ
ろ
く
中
世
公
家
政
治
文
書
輩
御
教
書
の
宛
所
を
分
析
さ
れ
、
院
宣
・
論
旨
が
中
世
公
家
被
会
の
権
門
体
舗
内
の
整
然
と

定
ま
っ
た
ル
ー
ト
上
に
発
給
授
受
さ
れ
、
決
し
て
こ
の
枠
組
を
こ
え
た
所
へ
は
宛
て
ら
れ
な
い
と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
た
（
上
田
氏
前
掲
論
文
）
。

　
私
は
「
御
奉
行
所
候
也
」
と
い
う
文
雷
の
文
書
、
史
料
集
で
は
御
教
書
と
さ
れ
て
い
る
文
書
を
、
機
能
論
的
に
追
求
し
、
こ
れ
ら
の
文
書
が

院
宣
・
給
旨
の
働
き
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
本
来
院
宣
・
論
旨
を
も
ら
え
な
い
よ
う
な
所
、
た
と
え
ば
本
稿
中

に
と
り
あ
げ
た
神
職
の
よ
う
に
、
富
田
茂
の
い
わ
れ
る
権
門
体
制
の
枠
外
に
い
て
も
、
私
の
い
う
官
の
職
二
上
に
の
っ
て
い
な
く
て
も
、
神
職

が
国
家
宗
教
に
も
と
ず
く
神
事
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
ど
う
し
て
も
上
皇
（
天
皇
）
の
命
令
が
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
、
　
「
御
奉
行
所
候
爵
」
の
か
た
ち
で
、
二
段
階
の
奉
書
と
い
う
院
宣
（
論
旨
）
が
宛
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
形
式
を
重
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ん
じ
る
中
世
公
家
社
会
の
実
態
を
、
い
っ
そ
う
あ
き
ら
か
に
示
し
た
も
の
と
考
え
る
。
本
稿
の
考
察
に
よ
っ
て
、
院
宣
・
論
旨
の
領
域
が
ひ
ろ

が
っ
た
。
富
田
氏
の
説
を
一
山
に
た
と
え
れ
ば
、
私
は
そ
の
裾
野
を
ひ
ろ
げ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
そ
し
て
院
宣
・
紛
旨
に
、
ふ
つ
う
の
院
宣
・
論
旨
と
、
　
「
御
奉
行
所
候
也
し
の
別
形
態
の
院
宣
・
論
旨
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
得
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
た
ん
に
院
宣
・
車
懸
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
世
の
公
家
文
書
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
聞
題
を
提
示
し
た
も
の
と
考
え
る
。
た
と
え

ば
杜
氏
長
者
宣
を
例
に
と
れ
ば
、
こ
こ
に
も
興
福
寺
へ
宛
て
た
「
長
者
宣
所
白
埴
」
と
い
う
南
薦
垂
の
奉
じ
た
ふ
つ
う
の
長
者
宣
と
、
春
日
社

神
主
に
あ
て
ら
れ
た
「
別
当
弁
殿
御
奉
行
所
候
也
」
と
い
う
勧
学
院
の
知
事
か
、
長
者
の
家
の
家
司
（
氏
の
家
司
で
は
な
い
）
が
奉
じ
た
、
ふ

つ
う
の
長
者
宣
を
も
う
一
段
階
下
位
の
者
が
奉
じ
る
長
者
宣
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
「
御
奉
行
所
候
也
」
の
奉
書
形
式
に
つ
い
て
、
文
書
の
「
格
」
を
問
題
に
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
最
近
、
上
島
有
氏
は
形
態
論

的
研
究
と
い
う
立
場
か
ら
、
同
じ
様
式
の
文
書
で
も
内
容
に
よ
っ
て
、
ま
た
宛
所
に
よ
っ
て
、
文
書
の
格
が
き
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
文
譲
の

料
紙
に
顕
然
と
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
「
中
世
の
檀
紙
と
御
判
御
教
書
」
『
日
本
歴
史
』
三
九
三
号
）
。
書
止
め
文
言
の
み
を

比
較
す
る
古
文
書
学
だ
け
で
は
、
そ
の
明
ら
か
に
し
得
る
範
囲
は
、
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
歴
史
資
料
課
資
料
主
任
　
大
津
市
長
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〔
付
記
〕
　
本
稿
の
要
旨
は
、
昭
和
五
三
年
一
一
月
二
八
日
、
第
＝
回
日
本
古
文
書
学
会
（
於
軍
稲
田
大
学
）
に
お
い
て
報
告
し
た
。
論
文
に
ま
と
め
る
に

　
　
あ
た
っ
て
は
、
上
島
有
氏
よ
り
懇
切
な
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
八
坂
神
社
と
松
尾
大
社
か
ら
は
御
所
蔵
文
書
の
写
真
掲
載
に
つ
い
て
御
配

　
　
慮
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
　
（
五
四
・
五
・
一
三
）



The」碗u－ts2ng興導貝曽　in　the　Han漢　Dynasty

by

Tomi　Saeki

　　The　fu－tseng，　a　custom　that　the　material　support　is　offered　to　a

family　of　the　dead，　dated　back　to　the　ancient　times　in　China．　For

instance，　the　classics　such　as　Shih－ching　詩経，　1，i－chi　ネL言己，　and　Tsho－

chuan左伝demonstrate　the　existence　of　this　habit．．

　　二Furthermore，　the　Han　dyna’sty　institutioBhlized　th三＄　custom　of　fac－

tseng．　Tlte　imperial　power　had　been　growing　strong　since　the　Ch‘un－

ch‘iu春秋period，　and　the　Han　dynasty　developed　into　the　anicent

empire．　Against　this　background，　the　emperor　utilized　the　fu－tseng　te

show　the　emperor’s　favor　to　his　subject．　The　dynasty　gave　a　large

amount　of　money　as　the　fu－tseng　to　its　bureaucrats．　lt　is　not　too

much　to　say　that　when　one　othcer　died，　his　family　could　make　a　fortune

Of　the　fu－tseAng．

　　This　article　meant　to　i｝｝uminate　reasons　why　it　became　popu！ar　to

offer　such　a　vast　sum　of　money　for　the　fu－tse“ng　in　the　Han　dynasty．

First　of　all，　it　can　be　said　that　the　confucianism，　the　national　re1igion，

brought　about　this　popularity　since　it　taught　the　importance　of　laying

heartily　a　person　to　rest．　Secondly，　we　can　assume　that　the　intention

bf　the　ruler　may　be　in　relation　with　that　popu！arity．　That　is，　it　is

supposed　tlaat　the　emperor　intended　to　conciliate　great　families　who

rose　gradually　to　be　bureaucrats，　by　using　the．custom　of　the　fu－tseng．

The　ln2en院宣and　the　R吻’i論旨of　a　Different　Form：

　　About　the“Onbugyo－sorotofeoronari　’「御奉行所候也」

by
t

Hatsuko　Hashimoto

Among　the　palaeographs　handed　down　in　shrines　there　’are　some　doc一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（778）



uments　which　end　with　the　phrase　“Onbugyo－sorotokoronari”．　These

documents　are　the　Migyδsho御教書as　far　as　their　form　is　concerned

aRd　are　classified　as　the　MigyOsho　in　the　publisked　historical　materials．

　　But　in　practice　they　functioned　as　the　Tngen　or　the　Rinji　rather　than

as　the　Migybsho．　Origina11y　the　ln2en，　as　a　rule，　was　sent　by　lnshi

院司by　order　ofノ∂葡上皇and　the　R6嬢by血7δ40蔵人　by　order　of

Tennδ天皇，　but　on　the　other　hand　the動9θ％and　the　R勿♂in　the　form

of　the　“Ovebugyo－sorotokoronari”，　after　hav1ng　been　sent　by　lnshi　or

Kuro－do，　were　further　seRt　to　the　receiver　by　their　subordinate，　Chbmu－

shutendai庁務主典代Qr　Kurδdo40koro－suino蔵人所出納．　Orlginally　the

Inxen　and　the　Rinji　were　sent　only　to　oMcials．　Therefore，　to　tke

nonoMceholding　the　lnzen　and　the　Rinji　were　sent　1n　the　form　of

the’　“　Onbuugyo－sorotofeoronari　”．

　　These　documents　have　not　been　dealt　with　by　palaeography．　This

art1cle　examines　the　actual　condition　of　such　ln2en　aBd　Rinji　as　have

a　different　form　from　normal　ones．

The　Founding　of　the　Americans　for　Democratic　Action

by

Masugi　Shimada

Post－World　War　II　American　Iiberal　movements　have　been　actively

and　closely　studied　in　recent　years．　Many　of　these　studies，　however，

are　devoted　either　to　re－evaluate　Henry　Wallace　and　his　advocacy　of

peac6ful　co．existence　or　to　criticize　so－called　Cold　War　1iberals　for

their　failure　of　radical　nerve．

　　The’author’s　inteRtion　here，　on　the　contrary，　is　to　examine　the　ba－

ckground　and　the　meaning　of　the　found短g　of　the　A，　mericans　for　De一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア
mocratic　Action　which　after　1947　was　to　replace．the　reform－m呈nded

liberals　and　become　the　center　of　the　liberal　movement，　aRd　by　so　doing

to　prese就aperspective　of　the　postwar　American　society．

　　The　article　discusses　the　characteristics　and　the　limits　of　the　liberal

postwar　programs　in　the　first　place．　The　bases　of　their　reform　pro－

gram　were　eroded　in　the　face　of　the　postwar　economic　boom　and　the

political　reaction．　Besides，1abor　movements　to　which　Iiberals　looked
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